
大分大学グローカル感染症研究センター研究支援部門利用細則 
令和４年１２月７日制定 
令和４年グローカル感染症研究センター細則第 4 号 

                           
（趣旨） 

第１条 この細則は，大分大学グローカル感染症研究センター規程（令和３年規程第２９号）第

３条の２第２項の規定により，大分大学グローカル感染症研究センター研究支援部門（以下「研

究支援部門」という。）の研究設備及び機器（以下「設備等」という。）の利用並びに研究支援

部門において受託する検査（以下「受託検査」という。）に関し必要な事項を定める。 
 

第１章 設備等利用 
（利用者の資格） 

第２条 設備等を利用できる者は，次の各号に掲げる者とする。 
 （１） 国立大学法人大分大学の役員及び職員並びに学生（以下「学内者」という。） 
  （２） 大分大学グローカル感染症研究センター（以下「センター」という。）の客員教授及び

客員准教授 
 （３） センターが実施する共同研究公募で採択された共同研究者 
  （４） その他研究支援部門長（以下「部門長」という。）が必要と認める者 
 

（利用時間） 
第３条 設備等の利用日は，国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号）第３

８条第４項各号に定める休日（以下｢休日｣という。）を除く日とする。 
２ 設備等の利用時間は，午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 
３ 前二項の規定にかかわらず，部門長が必要と認める場合は，休日及び利用時間外に設備等を

利用することができる。 
 

（設備等） 
第４条 利用の対象となる設備等は，別表第１のとおりとする。 
 

（利用の申請） 
第５条 設備等を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は，研究支援部門において，別

に定める利用申請書を部門長に提出し，承認を得なければならない。 
 

（利用の承認） 
第６条 部門長は，前条の申請が適当であると認めるときは，これを承認し，申請者に通知する

ものとする。 
 

（変更・中止の届出） 
第７条 設備等を利用する者（以下「利用者」という。）は，利用申請書の記載事項について変更



又は中止しようとするとき，又は変更が生じたときは，速やかに別に定める利用中止・変更届

を部門長に提出しなければならない。 
 

（利用の報告） 
第８条 部門長は，必要に応じ，利用者に対して，利用の内容について報告を求めることができ

る。 
 

（利用許可の取消） 
第９条 部門長は，研究支援部門の運営に支障が生じるおそれがあると認めるときは，第６条の

規定による承認を取り消すことができる。 
 

（設備等の利用） 
第１０条 設備等の利用は，次条に定めるもののほか，次の各号に定めるところによる。 

（１） 利用者は，利用日時，利用方法及び利用する設備等を研究支援部門の職員に連絡の上，

利用する。 
（２） 部門長は，設備等の利用の状況に応じ，利用日時を調整することができる。 
（３） 部門長は，利用者が利用開始時刻を経過しても利用せず，かつ，利用者から連絡がな

い場合は，他の利用者に設備等を利用させることができる。 
（４） 利用者は，設備等の取扱いに細心の注意を払い，かつ，取扱いに習熟しなければなら

ない。 
（５） 実験及び試料作製は，原則として利用者が行うものとする。この場合において，設備

等の使用の未経験者は，研究支援部門の職員又は熟練者の指導を受けなければならない。 
（６） 利用者が持ち込んだ試薬及び器具類は，退出時に持ち帰らなければならない。 
（７） 研究支援部門の物品は，原則として研究支援部門の外に持ち出してはならない。 

 
（利用上の支援） 

第１１条 利用者は，設備等の利用に当たり，研究支援部門の職員による設備等の操作方法の指

導等必要な支援を受けることができる。 
 

（利用料） 
第１２条 利用者は，研究支援部門が定める経費を，利用料として所定の期日までに納付しなけ

ればならない。 
２ 前項の利用料の額は，別表第１のとおりとする。 
３ 学内者の利用料の納付は，原則として受益者負担による学内予算の振替により行うものとす

る。 
４ 前三項の規定にかかわらず，部門長が認めるときは，利用料の全部又は一部を免除すること

ができる。 
 

（注意事項等） 



第１３条 利用者は，その利用に当たり，注意事項を遵守の上，設備・機器担当者の指示に従い，

事故防止に努めなければならない。 
２ 利用者は，利用について承認を受けた目的以外に設備等を利用し，又は第三者に利用させて

はならない。 
 

（事故時の対応） 
第１４条 利用者は，事故を発見したときは，直ちに研究支援部門の職員に連絡するとともに適

切な措置を講じなければならない。 
 
 （損害賠償） 
第１５条 利用者は，故意又は過失によりその利用に係る設備等を滅失し，又は損傷したときは，

その損害を賠償しなければならない。 
 
 （免責） 
第１６条 国立大学法人大分大学は，設備等の利用により利用者（学内者を除く。）に生じた損害

について，一切の責任を負わないものとする。 
 

第２章 受託検査 
（受託基準） 

第１７条 受託検査は，教育，研究及び臨床において有意義であり，かつ，本来の教育研究に支

障がない場合に限り，別表第２に規定する検査（以下「検査」という。）を受託することができ

る。 
 

（検査の申請） 
第１８条 検査を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は，研究支援部門において，別

に定める検査申請書及び検査材料を部門長に提出し，承認を得なければならない。 
 

（検査の承認） 
第１９条 部門長は，前条の申請が適当であると認めるときは，これを承認し，申請者に通知す

るものとする。 
 

（検査料） 
第２０条 依頼者は，別表２に規定する検査料を検査実施前に納付しなければならない。ただし，

特別な事由があると認められる場合は，検査終了後に納付することができるものとする。 
２ 既納の検査料は返還しない。 
 

（検査材料の返還） 
第２１条 検査材料は，原則として依頼者に返還しない。 
 



（検査後の措置） 
第２２条 検査を担当した職員は，検査終了後，研究支援部門において，別に定める検査結果報

告書を依頼者に交付するものとする。 
 
 （事務） 
第２３条 設備等の利用及び受託検査に関する事務は，研究推進部研究推進課において処理する。 
 
 （雑則） 
第２４条 この細則に定めるもののほか，設備等の利用及び受託検査に関し必要な事項は，別に

定める。 
    

附 則 
この細則は，令和５年１月１日から施行する。 
 

附 則（令和５年グローカル感染症研究センター細則第２号） 
この細則は，令和５年４月１２日から施行する。 
 

附 則（令和５年グローカル感染症研究センター細則第３号） 
この細則は，令和５年１０月１日から施行する。 



別表第１（第４条，第１２条関係）

設備等名 学内者利用料金(円) 学外者利用料金(円) 備考

次世代シーケンサー（iSeq100システム） 1検体　　２，５００ 1検体　　５，０００

リアルタイムPCRシステム（LightCycler） 1検体　　１，０００ 1検体　　２，０００

ライトシート蛍光顕微鏡（LightSheet 7） 1時間　　１，５００ 1時間　　５，０００

シングルセル解析装置（Chromium iX） 1検体　　７，０００ 1検体　　９，５００

注１ 上記の利用料には消費税等を含む。

　２ 別途使用した消耗品費等がある場合は，請求額に加算する。

大分大学グローカル感染症研究センター研究支援部門の設備等利用料金



別表第２（第１７条，第２０条関係）

検査種目 検査料(円)

狂犬病中和抗体価測定 1検体　１２，５００円

ＳＦＴＳＶ検出ＰＣＲ検査 1検体　　６，５００円

注 上記の検査料には消費税等を含む。

大分大学グローカル感染症研究センター研究支援部門の受託検査料金


